
令和６年２月 

  平成 29 年版自殺対策白書（※）について、誤りがありましたので、お詫びして下記のとおり訂正

いたします。 

※平成 28 年度我が国における自殺の概況及び自殺対策の実施状況（平成29年５月30日閣議決定） 

（正誤表） 

正 誤 表 

頁 該当箇所 誤 正 

目次 

第２章第１節コラム１ 民間団体の取組 民間団体との取組 

第２章第２節２(5) 

ページ番号 
68 69 

７ 右列上から１行目 
のみが増加しており、中で

も 35～64 歳の働き 
の 35～64 歳の働き 

９ 右列上から５行目 一貫して上昇していたが、 上昇傾向にあったが、 

16 左列下から１行目 昭和 60 年前後に 昭和 58 年に 

29 ２段落目 ９府県 ７県 

57 第２ー２ー３図 【別添１】参照 

76 右列上から 19 行目 日本は 1900 年時点 日本は 1990 年時点 

83 左列上から 16 行目 次いで、70 歳代、50 歳代 次いで、70 歳代、60 歳代 

116 左列下から 11～10 行目 法律第 145 号)」 法律第 145 号) 

122 右列上から 12 行目 「子ども自殺 「子供の自殺 

158 

資料５ 

最右列上から２枠目 
普及啓発資料資料 普及啓発資料 

資料５ 

最右列下から 1枠目 

予防）を実施するための方

策と体制整備を図る。（再

掲） 

予防）」を実施するための

方策と体制整備を図る。 

160 
資料５ 

最右列上から２枠目 
成長支援に関するに関する 成長支援に関する 

162 
資料５ 

最左列上から４枠目 
ゲートキーパ ゲートキーパー 

166 

資料５ 

最右列及び右から２列目、 

下から１枠目 

（全国 48か所） （全国 48か所）」 

168 
資料５ 

最右列上から２枠目 
普及啓発資料資料 普及啓発資料 

169 
資料５ 

右から２列目、下から１枠目 
ガイドラインと策定した。 ガイドラインを策定した。 
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171 

資料５ 

最右列上から６枠目 
体制を整備 体制の整備 

資料５ 

最右列下から４枠目 
を周知を図る。 の周知を図る。 

※ 下線部は正誤箇所 
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【別添１】第２ー２ー３図 自殺対策に関する考え方 

※下線部は正誤箇所 

  

※下線部及び赤枠は正誤箇所

誤

正
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